
兵庫県消費生活総合センター市町相談サポートデスク相談員募集  

 

全国消費生活相談員協会では兵庫県より受託した標記事業相談員を下記の通り募集します。  

奮ってご応募ください  

 勤務期間：令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日  

 勤務場所：兵庫県立消費生活総合センター （〒650-0046 神戸市中央区湯島中町４-２） 

（１）業務の内容  

県内の市町消費生活相談窓口を訪問して相談業務をサポートします 

 ➀消費生活相談対応の心構え・処理方針への助言 

 ②消費生活相談のあっせん等の処理方法への助言  

 ③ＰＩＯ-ＮＥＴに関する助言 消費生活相談カードの精度向上への助言  

 ⑤消費者教育・啓発等に関する助言  

 ⑥その他、消費生活相談窓口の強化につながる助言  

 ⑦その他、兵庫県立消費生活総合センターが必要と認める業務  

 

（２）応募資格  

 次の（１）（2）の要件をすべて満たす者  

 （1）パソコン操作（ワード・エクセル）のできる者  

 （2） 以下のいずれかの資格を有する者 

①独立行政法人国民生活センターが付与する「消費生活専門相談員」  

   ②一般財団法人日本産業協会が付与する「消費生活アドバイザー」  

   ③一般財団法人日本消費者協会が付与する「消費生活コンサルタント」   

    

（３）応募方法  

 次の書類を下記宛先の全相協関西事務所まで郵送ください（応募書類は返却しません）。  

 1. 履歴書（市販のもの、3か月以内撮影の写真添付）  

 2. 資格を証明できるもの（資格認定証等写し）  

 3. 応募書類は封書にして「応募書類在中」と明記のこと 

 4. 応募締切 随時  

 ５．書類の送付先 

「〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜２－６－２６ 大阪グリーンビル B1 

      公益社団法人 全国消費生活相談員協会 関西事務所」宛 

（４）採用人数・選考方法等  

  • 採用人数： 1 名または若干名（例えば週に 2日勤務の場合は 2名になります。）  

  • 選考方法：書類選考及び面接  

  • 後日、面接日程等をご連絡します。  



★ 本協会の選考後に兵庫県立消費生活総合センターの面接を得てから採用を決定いた 

します。  

  勤務日数は週に１日・週に２日・週に３日・週に４日 とご相談に応じます。  

（５）給与及びその他 

  ①週勤務日数：週 4日の場合  

  • 水・金 9：00～16：00 （休憩時間：60分（12時～13 時））  

  月・木 9：00～17：00 （休憩時間：60 分（12 時～13時））  

  • 給与月額：160,000 円  

  • 通勤手当：実費支給あり（上限：毎月 18,000 円）  

  • 休日：土曜日・日曜、祝日、年末年始  

   ・年次有給休：：基法法に準ずる。（6か月経過後 7日）1年越し持ち越し可能とする。  

  • 加入保険等：雇用、基災、健康、厚生  

  • 退職金制度：なし  

 

 ★勤務の曜日も調整可能です。また、勤務日数については週に 2日及び週に 3日を 

勤務希望の場合でもご相談に応じます。  

② 週に１日の場合から週に 3日の場合は日当とさせていただきます。  

  勤務時間は 9：00～17：00 （休憩時間：60分（12 時～13時））  

  日当  １００００円～  

  • 通勤手当：実費支給あり（上限：毎月 18,000 円）  

  • 休日：土曜日・日曜、祝日、年末年始、その他年次有給休： 

 

問い合わせ等連絡先  

〒541-0041 大阪市中央区北浜２－６－２６ 大阪グリーンビル B1  

 公益社団法人全国消費生活相談員協会 関西事務所    

（担当 兵庫県受託担当 関西事務所長 藤 ）  

 電話 06－6203-7660   

★ 関西事務所 担当 棟・渡部  

 

 


